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１ 委員名簿 （敬称略） 

◎ 

◎会長 
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２ 審 議 会 議 案 

 

                        港 第 9 0 号 

令和６年６月２６日 

 

石川県地方港湾審議会 

 

 

石川県知事 馳 浩 

 

第２４回石川県地方港湾審議会諮問案件について 

 

 

 

石川県地方港湾審議会条例第３条の規程により、下記案件を第２４回石川県地方港湾

審議会に諮問します。 

  

記 

 

議 案    七尾港港湾計画の変更 
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七尾港港湾計画の変更 

 

１．港湾計画の変更概要 

水域施設計画を次のように変更する。 

 

（水域施設計画） 

 

航路 

地 区 名 水深（メートル） 幅員（メートル） 

津向地区 7.5 100 

 

泊地 

地 区 名 水深（メートル） 面積（ヘクタール） 

津向地区 7.5 6 

 

 

 

専用ふ頭計画を次のように変更する。 

 

（専用ふ頭計画） 

 

ドルフィン 

地区名 公共用又は専用 水深（メートル） バース数 用 途 

津向 専用 7.5 1 専用 

 

地区名 施設 対 応 

津向 岸壁 廃止 

 

「位置及び区域は計画図表示のとおり」 

 
 
２．理由 

住友大阪セメント（株）より、所有・管理する七尾港津向地区の専用ふ頭について、セメ

ント船の大型化に対応するため、計画水深 6.6ｍから 7.5ｍに変更要請があったことから、

今回、7.5ｍ化に必要な係留施設の変更、航路及び泊地の追加を港湾計画に位置付け、能登

半島地震からの復興に向け、セメント資材の安定供給を促進していくこととする。 
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七尾港 港湾計画変更の概要

＜概要＞

住友大阪セメント（株）より、所有・管理する七尾港津向地区の専用ふ頭について、セメント船の大型化に対応するため、

計画水深-6.6ｍから-7.5ｍへの変更要請があったことから、

今回、-7.5ｍ化に必要な係留施設（船を横づけする構造物）の変更及び、航路（航行するための通路）及び泊地（岸壁前面の水域）の

追加を港湾計画に位置付け、能登半島地震からの復興に向け、セメント資材の安定供給を促進していくこととする。

平面図

断面図

航路（‐7.5m）
100m

泊地

（‐7.5m）
5.8ha

現在の水深 ‐6.6m

変更後の水深 ‐7.5m

水深-7.5mに

増深

ドルフィン（桟橋）（新設）

船を横づけするため、⽔⾯上に
鋼鉄の杭を打ち込んだ構造物
※計画⽔深 -6.6m → -7.5m

積載量（満載）

５,０００ｔで
着岸可能 積載量３８００ｔ

航路・泊地

【追加】 航路 水深-7.5m 幅100ｍ

【追加】 泊地 水深-7.5m 面積5.8ha

積載量５０００ｔ

（満載）

積載量（満載）

５,０００ｔのうち、

約３,８００ｔで着岸

【変 更】

【現 在】

能登島

和倉温泉

食祭市場

津向地区

位置図 係留施設

【現在】岸壁 水深-6.6ｍ 121ｍ １バース

【変更】ドルフィン（桟橋） 水深-7.5m (121ｍ) 1バース

↓七尾駅

↓

和
倉
温
泉

津 向 町

七尾駅

つ む ぎ

西湊合同庁舎

住友大阪セメント
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能登半島地震における港湾の被害状況について 

 

金沢港将来ビジョンの策定について 
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能登半島地震における港湾の被害状況について

（能登半島地震の概要） （港湾の主な被災状況写真）
・発⽣時刻
・震源地
・地震の規模

令和６年１⽉１⽇１６時１０分頃
⽯川県能登地⽅（震源の深さ ごく浅い）
マグニチュード７．６（最⼤）

・被害の状況 死者２６０⼈（うち災害関連死３０⼈）
住宅被害８３,３３１棟

※令和６年6⽉18⽇14時 現在

県内10港湾で約500箇所の被害が発⽣

1m程度の
隆起が発⽣

輪島港（隆起）

道路の陥没

⼩⽊港

津波被害

液状化被害

隆起被害

（港湾の被害状況）

塩屋港

滝港

福浦港

⽳⽔港
宇出津港

⾦沢港（液状化） 七尾港（液状化）

外浦側では
地盤隆起による被害

内浦側では、
津波や揺れによる被害
が特徴としてみられた。

また、重要港湾である
⾦沢港、七尾港では、
液状化による被害が
広範囲に発⽣した。

飯⽥港（津波）

飯⽥港

⼩⽊港
宇出津港

⽳⽔港

輪島港

七尾港

転覆船

報告事項
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金沢港将来ビジョンの策定について

２.パブリックコメントの結果

実施期間：令和５年１２⽉１⽇〜２８⽇（１カ⽉間）
寄せられたご意⾒ ２６件（１３名）

３.令和６年能登半島地震を踏まえた課題

【御供⽥ふ頭・⼾⽔ふ頭】
岸壁の損傷や背後用地の陥没等の
被害が広範囲で発生

【無量寺ふ頭】
被災地の港へ災害支援物資を運ぶ
輸送拠点として活用

４.金沢港将来ビジョンの概要

１.策定の目的、経緯

コンテナ船の大型化やカーボンニュートラルポートの形成促進など、

金沢港を取り巻く環境変化に対応するため、港湾利用者や県民のニーズ、

能登半島地震で直面した課題などを踏まえ、長期的視点に立った港の目

指すべき姿を描く「金沢港将来ビジョン」を本年３月に策定。

御供⽥ふ頭

陥没状況
無量寺ふ頭

⾃衛隊による海上輸送
‣港湾施設の強靭化や防災拠点としての
役割をビジョンに盛り込む

経済・産業活動のため、早期の沖合展開（⼤⽔深化）整備を望む

豪華客船の乗客と県⺠をつなぐイベントや⼯夫が⾜りない

⾦⽯⼤野埋⽴⽤地の広さを活かした空間を創出すべき

海岸環境に影響を及ぼさないよう配慮すべき

⾦沢港⼤橋の慢性的な渋滞を解消するため、早期４⾞線化を望む

物流

物流賑わい

安全安⼼

レクリエー
ション

交通

金沢港将来ビジョン検討委員会

学識経験者や港湾利用者、地元関係者などの有識者で構成

第１回（4/28）

第２回（10/31）

第３回（3/25）

金沢港将来ビジョンの策定

港湾利用者へのニーズ調査

県民アンケート調査

（5月～8月）

石川県地方港湾審議会(11/22)

パブリックコメント（12月）

令和6年能登半島地震(1/1)

（今後）港湾計画改訂

報告事項
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石川県地方港湾審議会条例

（昭和 49 年３月 26 日条例第 40 号） 

〔沿革〕 昭和 50 年３月 22 日条例第 25 号、59 年３月 27 日第 18 号改正 

石川県地方港湾審議会条例をここに公布する。 

石川県地方港湾審議会条例 

（趣  旨） 

第１条 この条例は、港湾法（昭和 25 年法律第 218 号）第 35 条の２第２項の規定に基づき、地方港湾審

議会（以下「審議会」という。）の名称、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

（名  称） 

第２条 審議会の名称は、石川県地方港湾審議会とする。 

（所掌事務） 

第３条 審議会は、知事の諮問に応じ、七尾港及び金沢港に関する重要事項を調査審議するものとする。 

（組  織） 

第４条 審議会は、委員 23 人以内で組織する。 

２ 審議会に、特別の事項を調査審議するため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。 

（委  員） 

第５条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、知事が任命する。 

(1) 学識経験のある者

(2) 県議会議員

(3) 関係行政機関の職員

(4) 県の職員

２ 前項第１号に掲げる者のうちから任命される委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期

は、前任者の残任期間とする。 

（臨時委員） 

第６条 臨時委員は、学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから、知事が任命する。 

２ 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。 

（会  長） 

第７条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。 

２ 会長は、会務を総理する。 

３ 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。 

参考資料

t-hirose
テキストボックス
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（会  議） 

第８条 審議会の会議は、会長が招集し、その会議の議長となる。 

２ 審議会の会議は、委員及び議事に関係のある臨時委員の半数以上の出席がなければ開くことができな

い。 

３ 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、

議長の決するところによる。 

（部  会） 

第９条 審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。 

２ 部会に属すべき委員及び臨時委員は、会長が指名する。 

３ 部会に部会長を置き、その部会に属する委員の互選によってこれを定める。 

４ 部会長は、部会の事務を掌理する。 

５ 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから、部会長があらかじめ指名する委員が、そ

の職務を代理する。 

６ 前条の規定は、部会の会議について準用する。この場合において、同条第１項中「会長」とあるのは、

「部会長」と読み替えるものとする。 

７ 審議会は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。 

７項 …… 追加〔昭和 50 年条例 25 号〕 

（幹  事） 

第 10 条 審議会に幹事を置く。 

２ 幹事は、審議会が選任した者のうちから、知事が任命する。 

３ 幹事は会長の命を受け、審議会の所掌事務について、委員及び臨時委員を補佐する。 

一部改正〔昭和 59 年条例 18 号〕 

（雑  則） 

第 11 条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。 

  附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

  附 則（昭和 50 年３月 22 日条例第 25 号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

  附 則（昭和 59 年３月 27 日条例第 18 号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

参考資料

t-hirose
テキストボックス
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石川県地方港湾審議会運営要綱

（目  的） 

第１条 この要綱は、石川県地方港湾審議会条例（以下「条例」という。）第 11 条の規定に基づき石川県

地方港湾審議会（以下「審議会」という。）の運営に関し必要な事項を定める。 

（会議の召集） 

第２条 審議会を召集するときは、審議すべき事項をあらかじめ委員（臨時委員を含む。以下同じ。）に

通知するものとする。 

（欠席の届出等） 

第３条 召集を受けた委員は、事故その他やむを得ない事由により会議に出席できない場合には、あらか

じめその旨を会長に届けなければならない。この場合において当該委員は、代理人を出席させることが

できる。 

（委員及び臨時委員以外の者の出席） 

第４条 議長は、必要があるときは、委員及び臨時委員以外の者を会議に出席させて意見を述べさせるこ

とができる。 

（議 事 録） 

第５条 審議会の会議については、議事録を作成し、議長が指名した委員２名がこれに署名押印するもの

とする。 

２ 議事録には、次に掲げる事項を記録するものとする。 

(1) 開催年月日及び場所

(2) 出席者の氏名

(3) 付議事項

(4) 審議の経過

(5) 議決の内容

（部会の審議） 

第６条 条例第９条第１項に定める部会は、七尾港部会及び金沢港部会とし、会長が特に重要と認める事

項並びに各港に共通する議案を除き七尾港、金沢港各々に関する事項を調査審議するものとする。 

（幹 事 会） 

第７条 審議会の審議事項を事前に調査研究し、港湾法施行規則（昭和 26 年運輸省令第 98 号）第１条の

２に掲げる港湾計画の軽易な変更事項（以下「軽易な変更事項」という。）を審議するため、幹事をも

って構成する幹事会を置く。 

２ 軽易な変更事項については、幹事会の議決をもって審議会の議決とすることができる。 

３ 幹事会長は、幹事会の会議の経過及び結果を各部会に書面をもって報告するものとする。 

４ 条例第７条及び第８条の規定は、幹事会について準用する。 

参考資料

t-hirose
テキストボックス
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（庶  務） 

第８条 審議会の庶務は、石川県土木部において処理する。 

（そ の 他） 

第９条 この要綱に定めのない事項は、会長が別に定める。 

  附 則 

この要綱は、昭和 59 年４月１日から施行する。 

参考資料

t-hirose
テキストボックス
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